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セゾンカードローンネットアンサー規約⼀部改定のお知らせ 
 
2020 年 1 ⽉ 13 ⽇をもってセゾンカードローンネットアンサー規約を改定いたします｡主な改定箇所は以下のとおりで

す｡ 
 
■セゾンカードローンネットアンサー規約 新旧対照表 

改定前 改定後 
第 1 条（申込資格） 
1.セゾンカードローン Net アンサーとは、株式会社クレ
ディセゾン（以下「当社」といいます。）が発⾏したセゾ
ンカードローン（以下「カード」といいます。）保有者が
パーソナルコンピューター等（以下「端末」 といいます。）
からインターネットを介して当社所定のホームページに
アクセスした上で依頼がされた場合に、当社が提供するサ
ービス（以下「本サービス」といいます。）をいいます。 
 
2.カード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の⽅法
により申込み、当社が認めた⽅をセゾンカードローン Net
アンサー会員（以下「会員」といいます。）とします。な
お、お申込の際、本サービス利⽤時に本⼈確認等のために
使⽤する暗証番号をお届けいただきます。 
 
 
3.          （略） 

第 1 条（申込資格） 
1.セゾンカードローン Net アンサーとは、株式会社クレ
ディセゾン（以下「当社」といいます。）が発⾏したセゾ
ンカードローン（以下「カード」といいます。）保有者が
パーソナルコンピューター等（以下「端末」 といいます。）
からインターネットを介して当社所定のウェブサイト（以
下「ウェブサイト」といいます。）にアクセスした上で依
頼がされた場合に、当社が提供するサービス（以下「本サ
ービス」といいます。）をいいます。 
 
2.カード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の⽅法
により申込み、当社が認めた⽅をセゾンカードローン Net
アンサー会員（以下「会員」といいます。）とします。な
お、お申込の際、本サービス利⽤時に本⼈確認等のために
使⽤するパスワードをお届けいただきます。 
 
3.          （略） 

第 2 条（本サービスの内容） 
1.本サービスは、インターネットを介して送信された会員
からの依頼に基づき、カードの利⽤履歴等の情報提供、諸
⼿続きの受付、セゾンカード ローン即振サービスの申込
み受付、並びに会員が申し出た E メールアドレスに当社か
らカードの利⽤履歴等の情報更新のご案内を送信するこ
とを内容とします。 
 
2.          （略） 

第 2 条（本サービスの内容） 
1.会員が利⽤できる本サービスの内容については、当社が
ウェブサイトにおいて別途掲⽰するものとします。 
 
 
 
 
 
2.          （略） 

第 5 条（サービスの⼀時中断） 
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更
新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由に
より本サービスの提供を中断することがあります。この場
合、そのために⽣じた損害については、当社は責任を負い
ません。 

第 5 条（サービスの⼀時中断） 
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更
新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由に
より本サービスの提供を中断することがあります。 
 

第 9 条（営業活動の⽬的での個⼈情報の利⽤） 
1.会員は、本サービス申込時に当社に届け出た会員の⽒
名、電話番号、⽣年⽉⽇、E メールアドレスを、当社が下
記の⽬的のために利⽤することに同意するものとします。 
（1）当社の宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のために
利⽤する場合 
（2）当社のマーケティング活動・商品開発のために利⽤
する場合 
（3）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託
して⾏うために利⽤する場合 
２．会員は、前項による利⽤について、中⽌の申し出がで
きます。但し、第 2 条 1 項の当社から会員が申し出た E
メールアドレスに送信する 、カードの利⽤履歴等の情報
更新のご案内が記載される営業案内についてはその限り
ではありません。 

第 9 条（個⼈情報の取扱い等） 
会員の個⼈情報の取扱いその他本規約等に定めのない事
項については、セゾンカードローン規約及び個⼈情報の取
扱い（収集・保有・利⽤・提供）に関する同意事項等の諸
規定に定めるとおりとします。 
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第 10 条（退会） 
会員が退会する際は、当社が指定する⽅法により届け出る
ものとします。 
 

第 10 条（退会） 
会員が退会する際は、当社が指定する⽅法により届け出る
ものとします。退会登録の完了により、本サービスを利⽤
することができなくなります。 

          （新規に規定） 第 12 条（損害賠償） 
本規約⼜は本サービスに関して、会員に損害が⽣じた場合
でも、それが当社の故意⼜は過失に基づく債務不履⾏⼜は
不法⾏為により⽣じた場合を除き、当社は⼀切責任を負わ
ず、何らの補償を⾏いません。なお、当社が責任を負う場
合でも、当社の故意⼜は重過失に基づく債務不履⾏⼜は不
法⾏為により利⽤者に損害が⽣じた場合を除き、当社が負
う責任の範囲は、会員に現実に発⽣した通常損害の範囲に
限られます。 

          （新規に規定） 第 13 条（変更・廃⽌） 
当社は、本サービスの全部もしくは⼀部を変更し⼜は廃⽌
することができるものとします。当社は、当該変更⼜は廃
⽌につき、E メールアドレスへの連絡⼜はウェブサイトで
の掲載その他当社所定の⽅法によりお知らせします。 

第 12 条（本規約の変更等） 
1.当社は、本規約の⼀部⼜は全部をいつでも改定できるも
のとします。 
 
2.当社はいつでも本サービスの取扱を中⽌⼜は廃⽌でき
るものとします。 

第 14 条（本規約の変更等） 
セゾンカードローン規約第１８条（本規約の変更等）の規
定は本規約の変更について準⽤します。この場合において、セ
ゾンカードローン規約第１８条（本規約の変更等）中「本規
約」とあるのは、「セゾンカードローンネットアンサー規約」
と読み替えるものとします。 

【下線部は改定部分を⽰します｡】 
 
 


